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５歳以上１１歳以下の子どもへの新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報提供 

について（依頼） 

 

本県の保健医療行政の推進につきましては，日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて，５歳以上１１歳以下の子どもへの新型コロナウイルスワクチン接種に関しましては，令和４

年２月２１日付けで予防接種法関係政省令等の改正がなされ，同日から接種が可能となっておりま

す。 

県内市町村においても，ワクチン接種の開始に向けて必要な準備を進めているところですが，５

歳以上１１歳以下の子どもについては，接種を受ける努力義務対象から除外されていることから，

保護者が子どもに接種を受けさせるかどうか適切に判断できるよう，ワクチンの効果や副反応等に

関して正しい知識を持っていただくことが重要であると考えております。 

つきましては，県内の各医療機関からも保護者への情報提供に御協力をいただきますよう，貴会会員へ

の周知について特段の御配慮をお願いいたします。 

なお，広報用リーフレットなど５歳以上１１歳以下の子どもへの新型コロナワクチン接種関係情報

を以下のウェブサイトにまとめておりますので，併せて御紹介をお願いします。 

 

 「５～１１歳の子どもへの接種（小児接種）について」 

  https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/situkan/corona-vaccine_for_children.html 

担当：ワクチン接種対応チーム 千葉，笠原 

電話：022-211-2806（直通） 

Mail：corona-vaccine@pref.miyagi.lg.jp 

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/situkan/corona-vaccine_for_children.html
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